
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

い
が
ら
し
内
科
・
消
化
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
道
下
九
︱
七

お
お
ひ
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

福
島
市
森
合
字
台
一
五
︱
一

医
療
法
人
む
つ
き
会
　
お
お
つ
き
ま
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

郡
山
市
大
槻
町
字
蝦
夷
坦
六
九
︱
八

医
療
法
人
仁
寿
会
菊
池
医
院

令
和
八
年
六
月
一
日

郡
山
市
本
町
一
丁
目
一
三
番
一
七
号

く
に
い
増
見
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

白
河
市
大
信
増
見
字
下
ノ
田
四
五

ま
つ
ざ
き
内
科
胃
腸
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

田
村
市
大
越
町
下
大
越
字
上
田
五
五

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
　
侑
心
会
　
こ
だ
ま
歯
科
・
口
腔
外
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

郡
山
市
中
野
一
丁
目
二
三
番
地

中
山
定
則
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
一
日

い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
三
︱
六

平
中
央
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
十
二
日

い
わ
き
市
平
字
小
太
郎
町
四
︱
七

吉
成
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
十
一
日

い
わ
き
市
植
田
町
本
町
二
︱
二
︱
一
一

医
療
法
人
　
に
し
は
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
一
日

い
わ
き
市
東
田
町
一
丁
目
一
三
番
地
一
四

藤
田
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
一
日

石
川
郡
浅
川
町
東
大
畑
字
大
名
大
塚
三
五

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

カ
ワ
チ
薬
局
　
福
島
南
店

令
和
八
年
六
月
一
日

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
五
一

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
白
虎
町
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

会
津
若
松
市
白
虎
町
三
三
五
番
地

の
ぞ
み
薬
局
　
会
津
若
松
店

令
和
八
年
六
月
一
日

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
番
六
二
号

金
屋
の
杜
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

郡
山
市
田
村
町
金
屋
字
マ
セ
口
三
番
地
一

の
ぞ
み
薬
局
　
相
馬
店

令
和
八
年
六
月
一
日

相
馬
市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
一
三
五
︱
八

ヤ
マ
キ
保
健
薬
局

令
和
八
年
六
月
十
三
日

南
相
馬
市
原
町
区
旭
町
一
︱
一
二

中
央
薬
局
　
伊
達
店

令
和
八
年
六
月
十
六
日

伊
達
市
保
原
町
上
保
原
中
ノ
台
四
︱
二
一

せ
と
ま
ち
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
瀬
戸
町
甲
三
二
六
九
︱
二

八

五

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

み
は
る
調
剤
薬
局

令
和
八
年
六
月
十
日

田
村
郡
三
春
町
字
大
町
三
二
︱
一

な
ら
は
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田
字
中
満
二
八
九
番
︱
四


